
 

109． 法科大学院棟４～６階への立ち入り、および、４／１（金）の私物
緊急持ち出し（大窪）

２０１１・
３・３１ 

▼レジュメ 

 ■ レジュメ   

Ⅰ ４月１日（金）１３時３０分から予定していた私物緊急持ち出しについて  

 

 下記Ⅱのとおり、４月１日（金）から法科大学院棟４～６階への立入りが認められるようになりま

すので、同日１３時３０分から予定していた私物緊急持持ち出しは実施しません。私物は、下記

Ⅱの記載にしたがって、持ち出してください。  

 

Ⅱ 法科大学院棟４～６階への立入りについて  

 

 法科大学院棟の４～６階は、余震等により天井の蛍光灯が落下する恐れがあったためこれま

で立入禁止でしたが、最小限の危険を除去したので、４月１日（金）から下記の要領で立入りが

認められるようになりました。なお、立入りに際しては、余震による危険があるため即座に避難で

きる体制をとってください。  

 

 記  

 

１ 立入りが認められる場所：法科大学院棟４～６階の自習室  

 ＊各自習室、演習室および集団学習室での学習は控えてください。  

２ 立入りできる時間帯：９時～１７時（土曜も同じ、日曜は１２時～１７時・正門からのみ入構可） 

 ＊１７時には、法科大学院・総合研究棟から必ず退去してください。  

３ 修理業者・清掃業者さんが作業をすることがありますので、その際にはご配慮ください。  

 

 

以上  
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